
議案第２９号

　　　　令和６年度ひたちなか市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和６年度ひたちなか市水道事業会計の補正予算(第１号)は，次に定めるところによる。

第２条　令和６年度ひたちなか市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予

　定量中，(４)主要な建設改良事業 　ひたちなか市水道事業 　事業費「１，００４，５６７千円」を

　「１，６６８，６６３千円」に改める。

　

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額） （    計    ）

収　　　　入

　第１款  水道事業収益 ３，８０９，２４０千円 △８９，９８１千円 ３，７１９，２５９千円

第１項 営 業 収 益 ３，６０６，７２３千円 △９０，１１７千円 ３，５１６，６０６千円

第２項 営 業 外 収 益 ２０２，５１６千円 １３６千円 ２０２，６５２千円

（既決予定額） （補正予定額） （    計    ）

支　　　　出

　第１款  水道事業費 ３，６０４，５５０千円△２６２，６３７千円 ３，３４１，９１３千円

第１項 営 業 費 用 ３，２３８，３８８千円△２６２，６３７千円 ２，９７５，７５１千円

第４条　予算第４条本文括弧書中，不足する額「９１６，６１２千円」を「７６６，３２６千円」

　に，過年度分損益勘定留保資金「８４３，９７５千円」を「６９３，６８９千円」に改め，資本的収

　入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額） （    計    ）

　第１款  資本的収入 ８９２，４１１千円 ８１１，２２６千円 １，７０３，６３７千円

第１項 企 業 債 ７２５，０００千円 ６００，０００千円 １，３２５，０００千円

第３項 他会計負担金 ２６，４２０千円 ２，９２３千円 ２９，３４３千円

第４項 工 事 分 担 金 １３４，０９２千円 △８８，２０３千円 ４５，８８９千円

第８項 国 庫 支 出 金 ６，８９９千円 ２９６，５０６千円 ３０３，４０５千円

（既決予定額） （補正予定額） （    計    ）

　第１款  資本的支出 １，８０９，０２３千円 ６６０，９４０千円 ２，４６９，９６３千円

第１項 建 設 改 良 費 ９９１，６５４千円 ６８０，９８２千円 １，６７２，６３６千円

第８項 国庫補助金返還金 ２０，０４２千円 △２０，０４２千円 ０千円

支　　　　出

（科      目）

（科      目）

（科      目）

収　　　　入

（科      目）
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第５条　予算第６条中，ひたちなか市上水道事業の限度額「７２５，０００千円」を「１，３２５，

　０００千円」に改める。

第６条  予算第１０条中，児童手当に要する経費として，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

「２，４４７千円」を「２，５８３千円」に改める。

第７条　予算第１１条に定めたたな卸資産の購入限度額「８２，１０５千円」を「７０，５９３千円」

に改める。

   令和７年　３月　３日  提出

   令和７年　３月    日  議決

ひ た ち な か 市 長 　大 　谷　　　　明

-2-


